
 

 

令和５年第３回神栖市議会定例会議案一覧表 

 
議案番号 件　　名

 
議案第１号

神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例

 
議案第２号 令和５年度神栖市一般会計補正予算（第５号）

 
議案第３号

令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１

号）

 
議案第４号 令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）

 
認定第１号 令和４年度神栖市歳入歳出決算の認定について

 
認定第２号 令和４年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

 
認定第３号 令和４年度神栖市下水道事業会計決算の認定について

 

報告第１号

令和４年度神栖市一般会計継続費精算報告書 

・地域交流・保健福祉機能拠点整備事業 

・児童館管理事業 

・体育施設整備事業

 
報告第２号 令和４年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告について

 
報告第３号

令和４年度決算に基づく神栖市水道事業会計及び神栖市下水道事業会

計についての資金不足比率の報告について

 
報告第４号

鹿島港湾運送株式会社の令和４年度第５３期営業報告及び令和５年度

事業計画について

プレス資料 

① 議案関係資料



プレス 用 

 令和５年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．１ 
 

議案番号 件　　　名 概　　　要 備考

 議案第１号 

 

 

 

 

神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部改正に伴い，引用する条項の整理をするため，所

要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め

る。

 議案第２号 令和５年度神栖市一般会計補正予算（第５号） 補正は歳入歳出それぞれ５,９７３万８千円を追加し，補正後の予

算規模を４７０億２,６７７万１千円とするものであります。 

 

補正前の額　　４６,９６７,０３３千円 

補　正　額    　　　 ５９,７３８千円 

計　　　　４７,０２６,７７１千円 

 

補正の主な内容につきましては，自転車乗車の際に着用が努力義

務となったヘルメットの購入費を補助するほか，落雷により損傷

した海浜球場の高圧引込設備を改修するため，補正するものであ

ります。財源の主なものとしましては，繰越金, 市債等を充てる

ものであります。

 議案第３号 令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）

補正は歳入歳出それぞれ７１２万円を追加し，補正後の予算規模

を９９億６,３３８万４千円とするものであります。 

補正予算の詳細は財政課作成資料を参照



プレス 用 

 令和５年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．２

議案番号 件 名 概 要 備考

  

補正前の額　　　９,９５６,２６４千円 

補　正　額　　　　　　 ７,１２０千円 

計　　　　　９,９６３,３８４千円 

 

補正の内容につきましては，出産育児一時金の引き上げに伴い保

険給付費を増額するため，補正予算を計上するものであります。

財源としましては，国庫支出金，繰入金等を充てるものでありま

す。

 議案第４号 令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）

補正額は歳入歳出それぞれ７３７万４千円を追加し，補正後の予

算規模を５９億８,８７０万７千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　５,９８１,３３３千円 

補　正　額　　　　　　 ７,３７４千円 

計　　　　　５,９８８,７０７千円 

 

補正の主な内容につきましては，地域支援事業において，地域包

括ケア支援システムに係る委託料及びシステム賃借料を増額する

ため，補正予算を計上するものであります。財源としましては，

国庫支出金，県支出金等を充てるものであります。



プレス 用 

 令和５年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．３

議案番号 件 名 概 要 備考

 認定第１号 令和４年度神栖市歳入歳出決算の認定について 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき，議会の認定に付す

ものであります。

 認定第２号 令和４年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定について 

 

 

 

 

 

 

未処分利益剰余金６億５,５８５万６,４６９円のうち，１億　　

３,９６８万７,７７９円を建設改良積立金へ積み立て，残金を繰

り越すものとするため，地方公営企業法第３２条第２項の規定に

基づき，議会の議決を求め，併せて，同法第３０条第４項の規定

に基づき，議会の認定に付すものであります。 

 

 

 

 

 

 

【地方自治法】（抄） 
第２３３条　〔 略 〕 
２　〔 略 〕 
３　普通地方公共団体の長は，前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意

見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 
４　〔 略 〕

【地方公営企業法】（抄） 
第３０条　〔 略 〕 
２及び３　〔 略 〕 
４　地方公共団体の長は，第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を，監査委員の意見を付けて，遅くとも当該事業年度終了後３

月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会においては，遅くとも当該

事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さ

なければならない。 
５から７まで　〔 略 〕 
第３２条　〔 略 〕 
２　毎事業年度生じた利益の処分は，前項の規定よる場合を除くほか，条例の定めるところにより，又は議会の議決を経て，行わなければ

ならない。 
３及び４　〔 略 〕



プレス 用 

 令和５年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．４

議案番号 件 名 概 要 備考

 

 認定第３号 令和４年度神栖市下水道事業会計決算の認定に

ついて

地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき，議会の認定に付

すものであります。

 報告第１号 令和４年度神栖市一般会計継続費精算報告書 

・地域交流・保健福祉機能拠点整備事業 

・児童館管理事業 

・体育施設整備事業 

 

 

 

 

地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づき，報告するも

のであります。

 報告第２号 令和４年度決算に基づく神栖市健全化判断比率

の報告について 

 

 

 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に

基づき，報告するものであります。

【地方自治法施行令】 

第１４５条　〔 略 〕 

２　普通地方公共団体の長は，継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金額のうち法第２２０条第３項ただし書の

規定により翌年度に繰り越したものがある場合には，その繰り越された年度）が終了したときは，継続費精算報告書を調

製し，地方自治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。 

３　〔 略 〕

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】（抄） 
第３条　地方公共団体の長は，毎年度，前年度の決算の提出を受けた後，速やかに，実質赤字比率，連結実質赤字比

率，実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記

載した書類を監査委員の審査に付し，その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し，かつ，当該健全化判

断比率を公表しなければならない。 
２　〔 略 〕



プレス 用 

 令和５年第３回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．５

 

議案番号 件 名 概 要 備考

  

 報告第３号 令和４年度決算に基づく神栖市水道事業会計及

び神栖市下水道事業会計についての資金不足比

率の報告について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定

に基づき，報告するものであります。

 報告第４号 鹿島港湾運送株式会社の令和４年度第５３期営

業報告及び令和５年度事業計画について 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき，報告するもの

であります。 

 

 

 

 

【地方公共団体の財政の健全化に関する法律】（抄） 
第２２条　公営企業を経営する地方公共団体の長は，毎年度，当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後，速やかに，

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し，その意見を付けて当該資金不足比

率を議会に報告し，かつ，当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２　〔 略 〕

【地方自治法】２４３条の３第２項 (財政状況の公表等) 
普通地方公共団体の長は，第２２１条第３項の法人について，毎事業年度，政令で定めるその経

営状況を説明する書類を作成し，これを次の議会に提出しなければならない。 

 
【地方自治法施行令】第１７３条  

地方自治法第２４３条の３第２項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は，当該

法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。



提　案　理　由 

 

令和５年第３回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして，説明いた

します。 

今回の提出案件は， 

　条例に関するもの　　　　　　　　　　　　　　１件 

　　予算に関するもの　　　　　　　　　　　　　　３件 

　　認定に関するもの　　　　　　　　　　　　　　３件 

報告に関するもの　　　　　　　　　　　　　　４件 

でございます。 

 

議案第１号につきましては，神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであり，就学前の子ども

に関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い，引用する

条項の整理をするため，所要の改正を行うものであります。 

 

議案第２号につきましては，令和５年度神栖市一般会計補正予算（第５号）につい

てであり，補正は歳入歳出それぞれ５,９７３万８千円を追加し，補正後の予算規模を

４７０億２,６７７万１千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，自転車乗車の際に着用が努力義務となったヘルメ

ットの購入費を補助するほか，落雷により損傷した海浜球場の高圧引込設備を改修する

ため，補正するものであります。財源の主なものとしましては，繰越金, 市債等を充て

るものであります。 

 

議案第３号につきましては，令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）についてであり，補正は歳入歳出それぞれ７１２万円を追加し，補

正後の予算規模を９９億６,３３８万４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，出産育児一時金の引き上げに伴い保険給付費を増額す

るため，補正予算を計上するものであります。財源としましては，国庫支出金，繰入金

等を充てるものであります。 

 

議案第４号につきましては，令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正　

予算（第１号）についてであり，補正額は歳入歳出それぞれ７３７万４千円を追加し，

補正後の予算規模を５９億８,８７０万７千円とするものであります。　 



補正の主な内容につきましては，地域支援事業において，地域包括ケア支援システ

ムに係る委託料及びシステム賃借料を増額するため，補正予算を計上するものでありま

す。財源としましては，国庫支出金，県支出金等を充てるものであります。 

 

認定第１号につきましては，令和４年度神栖市歳入歳出決算の認定についてであり，

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき，議会の認定に付すものであります。 

 

認定第２号につきましては，令和４年度神栖市水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定についてであり，未処分利益剰余金６億５,５８５万６,４６９円のうち，１億

３,９６８万７,７７９円を建設改良積立金へ積み立て，残金を繰り越すものとするた

め，地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき，議会の議決を求め，併せて，同

法第３０条第４項の規定に基づき，議会の認定に付すものであります。 

 

認定第３号につきましては，令和４年度神栖市下水道事業会計決算の認定について

であり，地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき，議会の認定に付すものであり

ます。 

 

報告第１号につきましては，令和４年度神栖市一般会計継続費精算報告書について

であり，地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づき，報告するものであります。 

 

報告第２号につきましては，令和４年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告

についてであり，地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基

づき，報告するものであります。 

 

報告第３号につきましては，令和４年度決算に基づく神栖市水道事業会計及び神栖

市下水道事業会計についての資金不足比率の報告についてであり，地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき，報告するものであります。 

 

報告第４号につきましては，鹿島港湾運送株式会社の令和４年度第５３期営業報告　

及び令和５年度事業計画についてであり，地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基

づき，報告するものであります。


